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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 
（１）地域の災害リスク 

１ 地理的条件 

 東白川村は、岐阜県の中東部に位置し、加茂郡の北で東経137度20分、北緯35度38分にあり、

東は中津川市、南・西・北は白川町に接している。村域は、東西約16ｋｍ南北約11ｋｍの広がり

を持ち、総面積は87.09㎢である。主な都市までの距離は、美濃加茂市までは46ｋｍ、岐阜市ま

では75ｋｍ、名古屋市までは90ｋｍの距離である。また東へ20㎞ほど走れば長野県境である。 

  

 

２ 自然条件 

 村域の大部分は、標高300ｍから1,000ｍ級の山地で、スギやヒノキの山林で占められている。 

河川に関しては、御嶽をとりまく支峰小秀山（岐阜・長野県境 1,982ｍ）を源流とする流れが、

中津川市から本村に入って白川と名を変え、村の東西を貫流しており、下流の「白川町」で飛騨

川に合流している。 

 平地部は、この一級河川である白川及びこれらの支流の渓谷沿いに点在し、居住地及び農地と

して利用されている。 

 

 

３ 気象条件 

 東白川村の気候は、太平洋岸気候と内陸性気候の中間に属し、日較差、年較差ともにやや大き

く、特に冬期の寒気は厳しくなっている。また、降雨は夏期に集中しており、梅雨時や台風時の

6月から9月にかけて集中豪雨となる時もあるが、一方冬期の降雪は少なく、積雪が持続すること

はまれである。 

 

 

４ 災害リスク 

① 洪水・土砂  

当村の水害は、地域的条件から中小河川の決壊、山地の土砂流出等による家屋、耕地、道路等

公共施設への被害が予想される。過去には、昭和43年8月の飛騨川豪雨災害、平成23年9月の集中

豪雨等により当村も被害を受けた。令和7年7月には猛暑による大気の不安定な状態が続く中線

状降水帯発生により村の東部において河川の氾濫がおき、家屋への浸水等の被害が発生した。 

当村の場合は、地域内及び白川上流部での

豪雨による白川とその支流氾濫による浸水

と土砂災害が主なリスクである。 

岐阜県作成の洪水浸水想定区域図では、村内

を貫流する白川周辺が全域浸水区域として

想定されており、特に中心市街地となる神土

平地区は河底から居住地までの高低差が少

ないため、浸水範囲が広がる傾向にある。想

定される最大雨量（1ｈ76㎜、累積降雨量279

㎜）の場合、相当数の家屋が床上まで浸水す

ると予想され、平地区は民家が多い上に行

政・金融機関・商工会施設が集中しているた 

＜ 神土平地区（行政・商工会地区）＞  め浸水時の被害は甚大となる恐れがある。 
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その他大きな支流との合流点が村内に数カ所あり、背水現象による範囲拡大が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜ 白川と支流・大明神川との合流地点 ＞ 

 

 当村の土砂災害は、急峻な地形及び地質等の自然条件から災害を受けやすい環境におかれて

いるが、土木施設整備の立ち後れは大きく、このため集中豪雨による中小河川の氾濫に伴う土石

流等による土砂の災害が頻発している。特に昨今は温暖化によると考えられる気象状況の変化

により豪雨災害が増加傾向にある。 

 平地が少なく白川の支流沿いの斜面に家屋が点在する形で集落が構成されている当村では、

支流周辺の立木を巻き込んだ土石流等による被害が各所で発生する可能性がある。 

 

②地震 

 岐阜県は、活断層が集中し内陸型地震が発生する 

可能性が高い地域であり、当村内にも白川断層が東 

北東－西南西方向に走り、近隣には阿寺断層が存在 

する。阿寺断層は全国でも相対的評価の高い活断層 

に起因する地震が一番大きく震度6強とされる。ただ、 

今後30年の発生確率は6～11％と低い。 

 また、海溝型である南海トラフの巨大地震は、今 

後30年以内に70～80％の確率で発生すると言われて 

いる。地震規模は、おおむねマグニチュード9程度と 

考えられ、破壊は断層面の南部から始まる可能性が 

大きく、そのため北方に向けて強い地震動が生じる 

ものと考えられる。このことから地震が発生した場 

合、当村においては震度6弱の地震動が1分近く続く 

と予想される。巨大地震発生時には、揺れによる建 

物の全半壊、屋内外設備損壊、ライフライン断絶の 

ほか、斜面崩壊による被害も甚大になることが想定 

される。 

 

③雪害  

過去の雪害による被害はほとんどなく、近年は温暖化により積雪自体も少なくなりつつある

が、大陸性の寒波の到来などにより一時的に数十ｃｍ積雪する可能性は残っている。特に湿雪は

付着性が高く重いため、短期に集中して降雪した場合に建物や電気通信網に被害が発生する可

能性がある。 

 

④感染症 

 

震源位置 

阿寺断層系地震の震度予測 
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新型インフルエンザは、10年から40年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返してい

る。また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的か

つ急速なまん延により、東白川村においても多くの村民の生命及び健康に重大な影響を与える

恐れがある。感染症の拡大により、各事業所においては人的リソースの不足や取引先への製品納

入の支障が出るなど事業継続が困難となる可能性がある。 

 

⑤その他 

 当村の火災は、地勢的条件から林野火災と住宅等建物火災に大別される。過去に大規模な火災

事故は発生していないが、当村は山林が面積の殆どを占めることから、林野火災は広範囲に及ぶ

可能性があり十分な留意が必要である。 

 また、過去の当村における風害は、内陸部にあることから比較的軽微であるが、近年は台風の

大型化により強風被害が発生している。平成30年9月の台風21号上陸では、電柱が折れるなどに

より停電が発生し、一部地域で復旧までに10日間以上を要する事態となった。台風被害は広範囲

に渡るため迅速な復旧が困難となる可能性がある。 

 

 

（２）商工業者の状況 

 ・商工業者数155人 

 ・小規模事業者数137人 

【内訳】 

商
工
業
者 

業種 商工業者数 
小規模 

事業者数 
備考（事業所の立地状況等） 

農林漁業 5 3 
農業・林業サービス 

村内各所に点在 

建設業 41 40 
土木と木造建築関連が大半を占める 

村内各所に点在 

製造業 35 32 
木材・木工関係が中心 

村内各所に点在 

情報通信業 0 0 
村 CATV部門 

村中心地に立地 

卸売業、小売業 27 23 
うち半数が飲食料品小売業 

住宅地を中心に立地 

金融業、保険業 2 2 
共同組織金融業 

村内中心地に立地 

不動産業、物品賃貸業 3 1 不動産取引業 

学術研究、 

専門・技術サービス業 
4 4 

専門サービス業 

宿泊業、飲食サービス業 11 8 
宿泊関連3割、飲食関連7割 

村内各所に点在、河川沿いに多い 

生活関連サービス業、 

娯楽業 
11 11 

理美容業が中心 

幹線道路沿いの立地が多い 

教育、学習支援業 2 2 学習支援業 

医療、福祉 1 1 福祉 

複合サービス業 2 1 郵便局 

サービス業 

（他に分類されないもの） 
2 1 

 

その他 9 8  

合計 155 137  

                         （出典：令和3年経済センサス活動調査） 
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（３）これまでの取組み 

１ 東白川村の取組み 

・防災計画の策定  

（「一般対策編」、「地震対策編」、「原子力災害対策編」より構成、令和3年度版改訂） 

・地震防災対策推進条例の制定（平成17年3月15日制定） 

・防災訓練の実施（年1回実施、直近では令和6年9月に実施） 

・土砂災害ハザードマップの策定（平成25年度） 

・水害ハザードマップの策定（令和3年3月制作成・令和5年12月修正） 

・防災行政無線の導入（平成26年度） 

・メールによる緊急情報発信体制（すぐメール）構築（平成23年度） 

・防災センター並びに防災倉庫の設置 

・防災備品の備蓄（生活必需品、医療品、暖房装置など） 

・国土強靭化地域計画検討委員会の設置（令和3年2月） 

 

 

２ 東白川村商工会の取組み 

・事業者ＢＣＰの必要性に関する情報発信（チラシ郵送・商工会窓口チラシ配置） 

・ＢＣＰに関する知識習得（ＢＣＰに関する研修受講、専門家による助言指導） 

・職員避難訓練（年1回実施、直近では令和6年9月に実施） 

・全国商工会連合会ビジネス総合保険制度の取り扱いによる事業者リスク低減化 

・会館が使用不能となった場合の代替施設（村施設）利用に関する調整（令和2年4月） 

・新型コロナウイルス感染症に係る商工会館・事務所内感染予防措置の実施（令和2年6月） 

 

Ⅱ 課題 

①事業者の防災・減災対策の意識の向上と事業者ＢＣＰの策定 

・地区内の小規模事業者の防災・減災に対する意識は必ずしも高くなく、事業者ＢＣＰの策定

など、事前対策の取組が進んでいる事業者は、規模が大きい一部事業所に留まっている。 

小規模事業者は、厳しい経営環境の中で直面する経営課題への対応を優先せざるを得ず、事業

者ＢＣＰ策定には消極的である。 

・また、新型コロナウイルス感染症では、全国的な感染拡大による急速なリスク増加に即応で

きない状態が発生した。感染症対策においては、地区内小規模事業者に対して予防接種の推奨

や手洗いの徹底、体調による出社ルール作りや、感染拡大時に備えてマスクや消毒液等の衛生

品の備蓄、感染者発生時の資金対策として保険の必要性を周知するなどが必要である。 

 

②商工会の支援体制強化 

・当会は、事業者ＢＣＰの策定支援のための防災・減災対策に関する知識やノウハウ等が不足

している上、災害の影響を軽減するための保険等の情報も十分に収集・整理できていない。ま

た、事業者支援のための人員が不足しており、事業継続力強化支援を進めるにあたり十分な体

制が構築できていない。 

 

③商工会自身の事業継続について 

 事業者の事業継続を支援するに当たって、災害発生時には商工会活動の早期復旧を図る必要

がある。そのためには、商工会自身のＢＣＰの継続的かつ着実な遂行が必要である。また緊急

時の取り組みについて各職員が円滑な支援活動を展開するため、具体的な体制やマニュアルを

整備する必要がある。これにより、平時・緊急時の対応を推進する防災対策本部機能を有する

商工会役職員による体制整備を図っていくことが望ましい。 
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④村と商工会との連携体制 

・商工会館が使用不可能となった場合の代替施設に関し村施設の利用について村担当課と調整

済みであるが、災害時の連携に関して協定などは締結しておらず、復旧支援にかかる連携体制

が構築されていない。 

 

 

Ⅲ 目標 
本計画期間である5年間を通じ、小規模事業者の自然災害及び感染症への事前準備を促し事後

の早期復旧を実現するため、事業者ＢＣＰの策定を支援し、大規模地震などの不測の事態発生

時に事業活動の継続が可能な自然災害等に強い事業所の創出を目標とする。 

また、新型コロナウイルスの経験を活かし、感染症への対策を万全に期しながら、事業の継

続性を高める。 

 

 

①事業者の防災・減災の対策について 

地区内小規模事業者に対して、巡回指導や普及啓発資料の配布等により、自然災害や感染症

等のリスクを認識してもらい、事前対策の必要性を周知するとともに、その対策に前向きな事

業者には具体的な取組に進むため事業継続力強化計画等作成にかかる支援を実施するととも

に、計画作成後は、取組状況の確認等のフォローアップを行う。 

（目標件数） 

・事業者ＢＣＰ策定セミナー開催：年1回 

・事業継続に関する巡回指導件数：年5件 

・事業者ＢＣＰ策定支援事業者数：年2事業所 

・事業者ＢＣＰ策定事業者数：年1事業所   

 

②商工会の支援体制強化 

・事業継続力強化支援実施に必要となる防災・減災対策に関する知識やノウハウ習得のため、

ＢＣＰに関するセミナー等へ積極的に参加する。 

・岐阜県商工会連合会広域支援室と連携した情報収集により経営支援員のスキルアップを図

る。 

・職員連絡会議において支援ノウハウ等を職員間で共有し、商工会全体の資質向上を図ること

により支援体制を充実させる。 

・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、商工会事業継続計画をもとに、組織内の体制や関

係機関との連携体制を平時から構築する。 

 

③商工会自身の事業継続について 

 災害発生時において商工会活動の一刻も早い再開に向け、商工会自身のＢＣＰの確実な運用

がなされるよう、定期的な訓練実施と計画内容のブラッシュアップに取組む。 

 

④災害発生時の体制構築 

・発災時における連絡体制を円滑に行うため、当会と当村との間における被害情報報告ルート

及びマニュアルを構築する。 

・発災後速やかな復興支援が行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を強化

する。 

 

※その他 

 上記内容に変更が生じた場合は、速やかに岐阜県に報告する。 
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事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間 

 

令和8年4月1日～令和13年3月31日 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

東白川村商工会と東白川村の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

＜１．事前の対策＞ 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知  

①啓発活動 

（自然災害） 

・巡回支援時及び窓口相談対応時に、ハザードマップや感染症ガイドライン等を用いながら、

事業所立地場所の自然災害や感染症等のリスク及びその影響を軽減するための取組、対策

（事業休業への備え、水害補償等の損害保険・共済加入等）について説明する。 

 特に浸水想定エリアなど自然災害のリスクが高いと想定される事業者や感染拡大を招きやす

い従業員の多い事業者には優先的に巡回し、災害リスクの啓発を行う。 

・会報や広報やホームページ、ＳＮＳ等において、国の施策の紹介や、リスク対策の必要性、

損害保険の概要、事業者ＢＣＰ等に積極的に取り組む事業者の紹介など、災害リスクと事業

者ＢＣＰの必要性について管内事業所向けに情報発信を行う。 

・岐阜県商工会連合会の主催する計画策定セミナーのほか、中小企業基盤整備機構の実施する

オンラインセミナーなど計画策定につながるセミナーの開催情報を会報に掲載すると共に、

巡回により参加を勧奨する。 

・事業者ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なものを含む）の策定による実効性のある取組の推

進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・必要に応じて「東京海上日動火災保険株式会社」（全国商工会連合会のビジネス総合保険制度

の引受保険会社）の職員同行を依頼し、管内の小規模事業者に災害時の利用できる保険商品

等の説明を行う。 

 

（感染症） 

・新型ウイルス感染症が全国的に感染拡大にあるときは、感染拡大防止策や支援施策等につい

て事業者への周知を行うとともに、感染防止と事業継続を両立させるための取組を提案す

る。 

 

②事業者ＢＣＰ策定支援 

・事業継続力強化計画を事業者ＢＣＰ作成の入口として位置付け、認定制度の情報を普及し計

画策定へと繋げる。 

・事業継続力強化計画を策定した事業者を主な対象として、事業者ＢＣＰの策定による実効性

のある取組みの推進や効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・必要に応じて、岐阜県商工会連合会の事業継続力強化支援事業の専門家派遣制度を活用し、

十分な知見を有する専門家からの助言を受けながら策定支援を進める。 

 

２）商工会自身の事業継続計画の作成  

・東白川村商工会は、令和3年2月に事業継続計画を作成しており、今後は自然災害発生時に確

実な運用がなされるよう、年1度の定期的な訓練実施と内容のブラッシュアップを行ってい

く。 
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３）関係団体との連携 

・岐阜県商工会連合会の共済担当課と連携を図り、福祉共済、火災共済、ビジネス総合保険な

ど自然災害リスクへの備えとなる各種保険制度の情報を提供するとともに、共済加入相談に

対応する。特に商工会ビジネス総合保険制度については、引受保険会社である東京海上日動

火災保険株式会社と連携し、計画策定事業者や必要性を認識する事業者へ詳細な保険内容を

説明し、必要性への理解を深める。 

・関係機関（村内の金融機関や各種事業組合等）に普及啓発ポスター掲示やリーフレット等の

配架を依頼する。 

 

４）フォローアップ 

・巡回指導等により策定支援を行った事業者の進捗状況及び取組状況の確認を実施。計画未完

成事業者には作成支援、計画作成事業者には計画実行支援及び計画更新支援を実施する。ま

た、計画等未作成の事業者に対して継続して啓発・周知を行い、策定率の向上を目指す。 

・村担当課職員との連絡会議（構成員：当会、当村商工担当課・防災担当課）を年1回開催し、

本計画の状況確認や改善点等について協議する。 

・当会自身の事業継続計画について改訂すべき事項が生じた場合、その都度計画の見直しを実

施する。見直しについては、毎月1回開催する職員連絡会議において協議した後、随時開催す

る商工会正副会長会議にて審議の上内容を決定する。 

 

５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害（震度6弱の地震）が発生したと仮定し、当村担当課ならびに岐阜県商工会連合会と

の連絡ルートの確認等を行う（連絡ルートを利用した災害報告訓練は、担当課との連絡会議

で協議の上必要に応じて実施する。） 

 

＜２．発生後の対策＞ 

 自然災害等による発災時には、人命救助が第一とした上で、下記の手順により地区内の被害

状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

１）応急対応の実施可否の確認 

①自然災害の際の対応 

・発災後1時間以内に、安否確認リストを基に電話、ショートメール等により職員の安否確認を 

行う。その際に、本人・家族の被災状況、自宅及び周辺の大まかな被害状況（家屋被害や道路 

状況等）、出勤の可否等を情報収集する。 

・事務所建物の損壊状況、ライフラインの状況（電気・通信・水道）、事務所内設備、周辺の道

路や家屋の被害状況について確認する。 

【確認内容】 

 確認対象 確認内容［手段］ 

東白川村役場 

産業建設課 

職員：安否・出勤可否［ＳＮＳ・携帯電話］ 

東白川村商工会 職員：安否（家族含む）・周辺状況・出勤可否［ＳＮＳ・携帯電話］ 

商工会館 建物：損壊状況（危険性）、ライフライン（電気・通信・水道）［目視］ 

周辺状況 道路・家屋・ライフラインの損壊状況［目視］ 

・発災当日中に、当会と当村で安否確認結果や商工会事務所及び周辺道路・家屋の大まかな被 

害状況を共有する。連絡方法については、事務所の固定電話または個人の携帯電話やＳＮＳと 

する。 
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②感染症発生時 

・国内において新型ウイルス感染症の感染者発生後には、職員の体調管理を行うと共に、事務

所の消毒、職員の手洗い・うがい等を徹底する。 

・当会職員の新型ウイルス感染者が発生した場合は、商工会館を閉鎖し、代替施設について村

と、代替職員について岐阜県商工会連合会と調整を行う。 

 

２）応急対応の方針決定 

①自然災害発生時 

・当会事務局長、当村産業建設課長との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を 

決める。（職員自身の目視で命の危険を感じる状況の場合は出勤せず、職員自身の安全確保が可 

能と判断した時点で出勤する。） 

・職員全員が被災する等により応急対応ができない場合がリモートにより役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を確認し、被災後1日以内に情報共有する。 

・本計画により、当会と当村は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～1週間 1日に3回共有（午前、午後、夕方） 

1週間～2週間 1日に2回共有（午前、午後） 

2週間～1ヶ月 1日に1回共有（午後） 

1ヶ月以降 2日に1回共有 

 

＜被害規模の目安は以下を想定＞ 

大規模な被害がある 

・地区内10％程度の事業所で、比較的軽微な被害（屋根や壁・窓の

一部に被害、瓦が飛ぶ・窓ガラスが割れる等）が発生している。 

・地区内2％程度の事業所で、甚大な被害（床上浸水、建物の全壊・

半壊等）が発生している。 

・ライフラインや交通網の広範囲に被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、交通

網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある 

・地区内3％程度で、比較的軽微な被害（屋根や壁・窓の一部に被害、

瓦が飛ぶ・窓ガラスが割れる等）が発生している。 

・地区1％程度の事業所で、甚大な被害（床上浸水、建物の全壊・半

壊等）が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 

  ※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える。 

・連絡先窓口 

団体名 
連絡窓口 

第1順位 第2順位 

東白川村商工会 事務局長 経営指導員 

東白川村役場 産業建設課 課長 係長 

②感染症発生時 

・当会職員に新型ウイルス感染者が発生した場合、その他の職員は感染していないことが確定 

するまで、自宅待機し、リモートにて当村担当課や代替派遣職員並びに岐阜県商工会連合会と 

打ち合わせを行う。 

・・当村で取りまとめた「東白川村新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、必要な情報 

発信を行う。 
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＜３．発災時における指示命令系統・連絡体制＞ 

・自然災害等発生時に、地区内小規模事業者における被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円

滑に行うことができる仕組みを構築する。 

・二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 

・当所と当村は被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法につい

てあらかじめ確認しておく。 

・当所と当村が共有した情報を、県の指定する方法にて、当所又は当村より県の商工担当部署

へ報告する。 

 

＜被害情報の流れ＞ 

（初動対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被害実態の把握） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県 

（商工労働政策課） 

中部経済産業局 

（中小企業課） 
③報告 

①依頼 

東白川村 

（産業建設課） 

岐阜県 

（商工労働政策課） 

中部経済産業局 

（中小企業課） 
④報告 

①依頼 

③

報

告 

②

依

頼 

 

 

 

 

①

依

頼 

②

報

告 

【主体】東白川村商工会  
情報共有 

【主体】 

東白川村 

（産業建設課） 

東白川村商工会 
情報共有 

 

 

 

②

報

告 

岐阜県商工会連合会 経由 
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＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

①自然災害発生時 

・相談窓口の開設方法について当会と東白川村で相談する（国より要請を受けた場合、特別相

談窓口を設置）。 

・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

・地区内小規模事業者の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や県、村等の施策）について、地区内小規模事業者へ周

知する。 

②感染症発生時 

・事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした支援策について

情報発信を行うとともに、具体的な手続きなどについて相談窓口の開設を行う。 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を県等に相談する。 

 

※その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに岐阜県に報告する。 
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（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和7年8月現在） 

（１）実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第 5条第 5項に規

定する経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 
①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 経営指導員 安倍 栄子 0574-78-2275 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 
 ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

   ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

   ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（年1回） 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 
①商工会 

 東白川村商工会 

  〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土582-1 

  ＴＥＬ：0574-78-2275 ＦＡＸ：0574-78-3104 

  Ｅ－mail:higashishirakawa@ml.gifushoko.or.jp（岐阜県商工会連合会サーバー7） 

       info@sho-ko-kai.com（商工会独自レンタルサーバー） 

 

② 関係市町村 

  東白川村役場 産業建設課商工係 

  〒509-1302 岐阜県加茂郡東白川村神土548 

  ＴＥＬ：0574-78-3111 ＦＡＸ：0574-78-3099 

  Ｅ－mail: 507chishin@vill.higashishirakawa.gifu.jp 

  

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに岐阜県に報告する。 

 

  

     東白川村商工会   東白川村役場 

窓口 
産業建設課 

商工係 

自然災害 

・ 

感染症 
 

総務課 

行政係 

連携  
事務局長    １名 

法定経営指導員 １名 

業務職員    １名 

記帳員     １名 

 

会 長 

副会長 

監 事 

 

理 事 
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（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位：千円） 

                                                      

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

 

 

調達方法 

 

岐阜県補助金、東白川村補助金、自己財源  等 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 

必要な資金の額 １８０ １８０ １８０ １８０ １８０ 

 

 

１．普及・啓発費 

ポスター、チラシ印刷費 

 

２０ ２０ ２０ ２０ ２０ 

 

２．個社支援・専門家派遣費 

専門家謝金、旅費 

 

１５０ １５０ １５０ １５０ １５０ 

３．関係団体等との協議への 

出席旅費 
１０ １０ １０ １０ １０ 
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（別表４） 
 事業継続力強化支援計画を作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継

続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

連携体制図等 

 

 


